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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年６月２３日 

                         運輸安全委員会（海事専門部会）議決  

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２２年８月１０日（火） ０６時００分ごろ～１６時５０分ごろ

の間） 

発生場所 不明（熊本県宇
う

城
き

市松合
まつあい

漁港～同港の東方約３００ｍの護岸の間） 

事故調査の経過  平成２２年８月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したた

め行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

モーターボート 親
しん

勇
ゆう

丸、０.４トン 

 ２９３－２６３３７熊本、個人所有 

 ５.２６ｍ（Lr）×１.４５ｍ×０.６１ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、２２.０７kＷ、平成４年９月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６２歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

免許登録日 昭和５１年１月３０日 

  免許証交付日 平成２０年９月２４日 

（平成２６年９月２１日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 左舷船首部擦過傷、船首部損壊 

 事故の経過 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、平成２２年８月１０日０６時００分ご

ろ、釣りのために松合漁港を出港した。 

本船は、帰港予定時刻の０９時３０分ごろになっても帰らないので、船

長の家族が警察に通報し、１６時５０分ごろ本船が松合漁港の東方約３０

０ｍの護岸に無人で乗り揚げているところを地元消防団により発見され

た。 

船長は、１２日０６時２４分ごろ地元消防団によって宇城市大野川の河

口北岸付近で救命胴衣未着用の状態で発見され、溺水と検案された。 

 気象・海象 気象（熊本地方気象台）： 

 ８月１０日 ０６：００ 天気 曇り、風向 北、風力 ２ 

       ０７：００ 風向 北北西、風力 １ 

       ０８：００ 風向 北北東、風力 １ 

       ０９：００ 天気 晴れ、風向 南東、風力 １ 

       １０：００ 風向 南、風力 ３ 

海象：水温 ２９℃ 



- 2 - 

 その他の事項 

 

松合漁港の１号防波堤（以下「本件防波堤」という。）先端付近の港外側

には、本事故後、本船の左舷船首部の塗料と同様な塗料が付着しているの

が発見された。 

本船は、発見されたとき、船首部が消波ブロックに当たって損壊した状

態であり、操縦レバーが前進位置で、船外機が停止し、いけすにはスズキ

１匹が入っており、船内には救命胴衣がなかった。 

本船は、船体中央部に操縦スタンドがあり、立って操縦するようになっ

ていた。 

船長は、ふだん松合漁港南方沖で釣りを行っていた。 

分析 

 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

船長の死因は、溺水であった。 

本船は、０６時００分ごろ松合漁港を出港後、

１６時５０分ごろ同漁港東方の護岸に無人で乗り

揚げているところを発見されたことから、この間

において、船長が落水したものと考えられるが、

落水した状況を明らかにすることはできなかっ

た。 

船長は、落水して溺水したものと考えられる

が、死亡に至った状況を明らかにすることはでき

なかった。 

本船は、操縦レバーが前進位置で松合漁港の東

方約３００ｍの護岸に無人で乗り揚げていたこ

と、及び本件防波堤先端付近の港外側に本船の左

舷船首部の塗料と同様な塗料が付着していたこと

から、本船が松合漁港に帰航中であった可能性が

あると考えられる。 

原因  本事故は、本船が松合漁港を出港後、船長が落水したことにより発生し

たものと考えられる。 

参考 

 

 本事故の防止策として次のことが考えられる。 

・救命胴衣の着用 

※ 「参考」は、今後の同種船舶事故等の再発防止のために役立つと考えられる事項を列挙したもので

ある。 




